
「若年者・非正規雇用労働者」の 

採用や人材育成および企業内でのキャリアアップ 
に取り組む事業主の皆さまを様々な施策で支援します 

（事業主の方へ） 

厚生労働省・兵庫労働局・ハローワーク                                 LL250307派企01 

厚生労働省では、若年者・非正規雇用労働者の雇用支援策として、以下の事業を

新たに実施しています（一部の事業は平成25年度予算成立後から実施）。 

事業主の皆さまがこれらの取組みを実施することにより、労働者の士気・能力の

向上等を通じた企業の生産性の向上、優秀な人材の確保・定着が期待できま

す。支援策の主な内容は以下のとおりです。 

各施策を活用する上で必要な要件については、施策ごとのリーフレット
またはお近くの都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。 

施策名 対象 取組内容 支援 

若者応援企業 
宣言事業（※１） 

 

若者の採用・育成
に積極的であり、
詳細な企業情報・
採用情報を公開す
る中小・中堅企業 

ハローワークに学卒求人・一般求人を
提出し、「宣言基準」を満たした企業を
「若者応援企業」として、提出された求
人を「若者応援企業求人」として公開 

・重点的に若者と
のマッチング 

・労働局のホーム
ページに「若者応
援企業」として企業
名等を掲載し、ＰＲ 

若者チャレンジ 
奨励金（※２） 
（若年者人材育成・
定着支援奨励金） 

35歳未満の非正規

雇用の若者を雇い
入れる事業主 
（紹介予定派遣も可） 

自社内の正社員として雇用することを
前提に、自社内での実習（OJT）と座学
（Off-JT）を組み合わせた訓練(＊)を実施    
(＊)有期実習型訓練の拡充版です。 

助成金の支給 

非正規雇用
労働者育成
支援奨励金
（※３） 
（日本再生人材
育成支援事業） 

非正規雇用労働者
（年齢不問）の人材
育成を行う重点分
野等の事業主 

一般職業訓練（Off-JT）または有期実習
型訓練（Off-JT＋OJT）を実施(＊) 
 

(＊)重点分野等の事業主を対象とした 
   キャリアアップ助成金の「人材育成コース」 
   の助成の前倒しです。 

助成金の支給 

キャリアアップ 

助成金 （予定）
（※３） 
（平成25年度予算案
に計上） 

非正規雇用労働者
（年齢不問）の企業
内でのキャリアアッ
プを行う事業主 
（業種不問） 

人材育成を含むより包括的な企業内で
のキャリアアップに向けた取組を実施 
 ・正規雇用・無期雇用転換コース 
 ・人材育成コース 
 ・処遇改善コース 
 ・健康管理コース 
 ・短時間正社員コース 
 ・短時間労働者の労働時間延長コース 

助成金の支給 

※１ 「若者応援企業」の名称の使用期間は求人の提出日から原則、その事業年度末までとな
りますのでご留意ください。 

※２ 若者チャレンジ奨励金は、平成25年度末までの時限措置であり、予算額の範囲内での
支給となりますので、予算額に達した場合は、中止となります。ご留意ください。 

※３ 非正規雇用労働者：有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者等。 
   活用に当たっては、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」の配置および「キャリア

アップ計画」の作成が必要になりますのでご留意ください。 


